
 令和７年度 第 3回国民健康保険運営協議会議事録 

 

1．日時・場所 

   令和 8年 1 月 30 日(金) 午後 2時 00 分～午後 2時 32 分 

   中央公民館 1 階 講座室 

 

2．出席者 

委 員：公 益 代 表  高橋 敦子、倉田 美恵子、清水 弘一 

医療機関代表  宮本 史生、大橋 均 

被保険者代表  河村 京子、加藤 貴代美、苅部 美恵、岸野 利恵 

      

  事務局：保険健康部長、国保医療課長、国保医療課長補佐兼国保年金係長 

 

3．議題 

(1)令和８年度国民健康保険事業費納付金本算定結果、国保税等の現状及び 

今後の見込みについて 

(2)法改正について 

(3)令和８年度国民健康保険特別会計予算（案）について 

(4)国民健康保険税の改正にかかる答申（案）について 

 

4．概要及び経過 

  （午後 2時開会） 

 進行：国保医療課長 

(1)会長あいさつ 

(2)議事録署名の選任 

     議事録署名：倉田委員、河村委員 

 

議事の概要は以下のとおり 

 

議題(1) 令和８年度国民健康保険事業費納付金本算定結果、国保税等の現状及び今後の見

込みについて 

会  長：議題(1)「令和８年度国民健康保険事業費納付金本算定結果、国保税等の現状及

び今後の見込みについて」を事務局から説明してください。 

事 務 局：議題(1)「令和８年度国民健康保険事業費納付金本算定結果、国保税等の現状及

び今後の見込みについて」を説明。 



会  長：ただいま事務局から説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

会  長：令和８年度の仮算定と本算定の納付金において上振れがあることに驚きまし

た。診療報酬についても改定により、３％程度上がる見込ということも伺って

おります。前回の会議でも医療機関の負担が大きいという話も伺っていたの

で、この件についても理解を深めていかなければならないと考えています。納

付金の上振れ分について、基金で充てていただけるのは、ありがたい話かと思

います。 

議題(2) 法改正について 

会  長：続きまして、議題(2)「法改正について」を事務局から説明してください。 

事 務 局：議題(2)「法改正について」を説明。 

会  長：ただいま事務局から説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

委  員：調定額とはどのような意味でしょうか。  

事 務 局：歳入の見込額と捉えて頂いて良いかと思います。資料 2-2 の①では、軽減適用

の拡充により、国民健康保険税の歳入見込額が減少することを示しています。 

会  長：資料 2-2 の②では、国民健康保険税の賦課限度額の引き上げにより、歳入見込

額が増加することがわかります。 

事 務 局：国民健康保険被保険者それぞれの所得×税率で計算した所得割と、均等割・平

等割とを合算した額に、法定軽減や賦課限度額等を反映したものが、国民健康

保険税として歳入の見込みであり、調定額であるというご理解をいただければ

と思います。 

委  員：理解しました。 

議題(3) 令和８年度国民健康保険特別会計予算（案）について 

会  長：続きまして、議題(3)「令和８年度国民健康保険特別会計予算（案）について」

を事務局から説明してください。 

事 務 局：議題(3)「令和８年度国民健康保険特別会計予算（案）について」を説明。 

会  長：ただいま事務局から説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

委  員：診療報酬の改定により、保険給付費が増加するかと思っていましたが、提示さ

れた予算額では減少しています。被保険者数の減少もあるかと思いますが、な

ぜこのような結果になったのですか。 

事 務 局：保険給付費の予算額は、過去の保険給付費の歳出予算の推移から試算をしてい

ます。令和８年度についても同様に試算したところ、令和７年度に比べて減少

する見込みとなりました。 

会  長：被保険者数の減少や診療報酬の改定等も踏まえて、予算を多めにとるのか少な

めにとるのか調整した結果、提示された数字に収まったという理解で良いかと

思います。 

委  員：わかりました。ありがとうございました。 

 



議題(4) 国民健康保険税の改正にかかる答申（案）について 

 

会  長：続きまして、議題(4)「国民健康保険税の改正にかかる答申（案）について」を

事務局から説明してください。 

事 務 局：議題(4)「国民健康保険税の改正にかかる答申（案）について」を説明 

会  長：子ども・子育て支援金は法改正によりやむを得ないものであり、国民健康保険

税の持続性を考えると、税率を据え置きで基金を活用するという方針で良いか

と思います。他にご意見はないでしょうか。 

(質問・意見なし) 

会  長：それでは、「国民健康保険税の改正について」の答申書につきましては、案の通

りとし、私から市長に手渡すこととします。 

 

会  長：他にご質問もないようですので、議事を終了し進行を事務局へお返しします。  

事 務 局：会長、ありがとうございました。 これをもちまして、令和７年度第３回国民健

康保険運営協議会を終了させていただきます。長時間にわたりありがとうござ

いました。 

 

閉会  午後 2時 32 分 

 

 

 

 


